
 

認定の申請・変更の認定（認定基準等チェック表） 

法人名  ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

（認定の基準） 

第九十四条の三 行政庁は、前条の認定の申請をした組合が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当

該組合について同条の認定をするものとする。 

一～三 （略） 

四 各理事（清算人を含む。以下この号において同じ。）について、当該理事及び当該理事の配偶者又は

三親等以内の親族その他の当該理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数

の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。 

 

 

   項  目 

 

 

 

 

区  分 

理事数 
最も人数が多い「親族等」

のグループの理事の人数 

割 合 

 

（②÷①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ 

申 請 時 
人 人 ％ 

（注１） 各欄の人数等は、認定様式例第１号の３「認定の申請・変更の認定（理事の状況）」から転記してください。 

（注２） ③については、小数点以下第２位を切り捨てた数値を記載してください。 

 
 
 

 

認定様式例第１号の２（法第９４条の３、第９４条の９関係） 


